
   １６ 

第２章 平常時の備え 

 

第１節 組織及び体制の整備 

 

  １ 組織の整備 

    市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、平常時の各部局及び対策本

部等における事務分担、職員の配置、職員間の伝達系統等をあらかじめ規定しその

組織の整備を図る。 

 

  ２ 防災体制と併せた体制の整備 

    市は、常備消防体制と連携を図りつつ当直等の強化を図るなど、２４時間即応可

能な体制の整備に努める。また、防災体制と併せて、県や関係機関と的確かつ迅速

に警報や避難の指示の受信、伝達など連絡のできる体制を確立する。 

 

  ３ 対策本部の機能の確保 

    市は、対策本部が設置された場合、その機能が発揮できるよう、平常時から、交

代要員の確保やその他職員の適切な配置、食糧等の備蓄、自家発電設備の確保等に

努める。 
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第２節 訓練 

 

  １ 訓練の実施 

  （１）実施主体 

     市長は、消防団、自主防災組織と連携し、国、県、隣接の市町及び関係機関の

協力を得て、それぞれ又は共同して、必要な訓練を行うよう努める。 

  （２）防災訓練との連携 

     訓練の実施に当たっては、災対法第４８条第１項の防災訓練との有機的な連携

を図るよう配慮するとともに、多様な形態の武力攻撃事態を想定して、より実践

的な訓練になるよう努める。 

  （３）住民等の参加 

     市長は、住民の避難に関する訓練を行うときは、住民に対し、訓練への参加に

ついて協力を要請する。また、市長は、要配慮者についての情報伝達、避難誘導

の方法等を訓練の内容に含めるとともに、要配慮者の訓練への参加を促進するよ

う努める。 

 

  ２ 訓練の種別 

  （１）実動訓練 

     市は、関係機関と連携して、それぞれ又は共同して、次の訓練を実施する。な

お、担当職員の資質の向上や国民保護計画の実効性を確保するため、県及び国と

連携して又は共同して訓練を行う場合もある。 

    ア 通信連絡訓練 

      武力攻撃災害時における通信情報連絡を的確かつ迅速に実施できるよう、連

絡体制の整備を図るとともに、通信用機材の操作等について習熟度を向上させ

るための訓練を実施する。 

    イ 非常通信連絡訓練 

      武力攻撃事態等において、有線通信系統が不通となり、又は利用することが

著しく困難になった場合に備え、無線通信系統の円滑な利用を図り、北陸地方

非常通信協議会の構成機関が所有する無線局による県、市及び各防災関係機関

との通信を確保するための訓練を実施する。 

    ウ 情報連絡訓練 

国民の保護に関する情報、指示、命令及び報告を円滑に実施できるよう、連

絡体制の強化を図るための訓練を実施する。 

    エ 非常招集（参集）訓練 

      応急活動を実施するために必要な職員の招集又は参集が迅速かつ確実に実施

できるよう、抜き打ちによる非常招集（参集）訓練を実施する。 

    オ 救助救護訓練 

      迅速かつ的確な救助及び救護を実施するため、おおむね次の事項について訓

練を実施する。 

    （ア）避難 

    （イ）炊き出し及び給水 

    （ウ）物資輸送 
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    （エ）医療助産 

    （オ）救出 

  （２）避難訓練 

    ア 市内における避難のための訓練 

      市は、関係機関と連携して、それぞれ又は共同して、武力攻撃事態等におい

て、迅速に住民が避難できるよう、地域、学校、社会教育施設、事業所、交通

機関等において、あらゆる状況を想定した避難訓練を実施する。 

    イ 広域的な避難のための訓練 

      市は、県及び隣接する市町と共同して、大規模な武力攻撃事態等において、

市の区域を越えた避難誘導及び避難住民の受入れを円滑に実施するための避難

訓練を実施する。 

  （３）図上訓練 

     市及び関係機関は、共同して、随時、武力攻撃事態等における応急活動を的確

かつ迅速に実施するための図上における訓練を実施する。 

 

  ３ 訓練に関する普及啓発 

    市及び関係機関は、各種訓練の対象者となる住民に対して、市の広報など多様な

媒体を通じて、訓練に関する普及啓発を行い、住民の訓練への参加意識の高揚を図

る。 

 

  ４ 訓練のための通行規制 

    市は、訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、県及び県

公安委員会と協議し、当該訓練の実施に必要な限度において、区域又は道路の区間

を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することを要

請する。 
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第３節 備蓄 

 

  １ 防災資機材の整備 

    市は、あらかじめ防災資機材の整備充実に努めるとともに、防災活動の拠点とな

る施設等に設置されている備蓄倉庫に保管し、保有する防災資機材を随時点検し、

保管に万全を期する。 

  （１）防災資機材の整備 

     防災資機材の保管場所は、市庁舎防災資機材倉庫を中心に克雪センター、各公

民館等に、分散備蓄する。 

  （２）防災資機材の点検等 

     保有する防災資機材の点検項目は次のとおりとし、結果は常に記録しておくと

ともに、資機材に損傷、欠落等が発見されたときは、修理・補充等必要な措置を

講ずる。 

  ア 機械類 

  （ア）不良箇所の有無 

  （イ）機能試験の実施 

  （ウ）その他 

  イ 機材類 

  （ア）種類、規格及び数量の確認 

  （イ）不良品の有無 

  （ウ）その他 

   

  ２ 飲料水、食糧及び生活必需品の備蓄 

  （１）市は、住民に対し、家庭内の飲料水、食糧及び生活必需品の備蓄について普及

啓発を図る。 

  （２）市は、勝山市体育館「ジオアリーナ」の防災備蓄倉庫を中心に教育会館、福祉

健康センター「すこやか」、勝山南部中学校、勝山北部中学校、浄化センター、北

谷町コミュニティセンター等に、食糧及び生活必需品等の分散備蓄を行い、応急

時においてこれを供給する。 

  （３）市は、応急時において市における備蓄物資では供給が不足する場合に、県に対

して、広域圏ごとに分散備蓄している物資の供給を要請する。 

 

  ３ 自然災害等における備蓄との関係 

市は、住民の避難及び避難住民の救援のために備蓄する物資及び資材について、

災対法の規定による備蓄と相互に兼ねるものとする。  
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第４節 医療救護体制の整備 

 

  １ 医療救護体制の整備 

    市は、武力攻撃災害時に迅速に医療活動が実施されるよう、県の医療救護活動を

支援する体制を整備する。 

  （１）初期医療体制の整備 

     市は、自主防災組織等による軽症の負傷者等の応急救護など、県の救護班の活

動を支援する体制の整備に努める。 

  （２）医薬品等の確保 

     福祉健康センター等を中心に医薬品等の確保に努め、県が設置する救護所の活

動を支援する。 

 

  ２ 救急救助体制の整備 

    消防機関は、医療機関又は他の消防機関と平常時から連携を密にしておくととも

に、適宜訓練を実施するなど救急救助体制の整備を図る。 

    また、ＮＢＣ攻撃による災害が発生した場合には特殊な装備で現場に臨む必要が

あることから、防護服等資機材の整備を進める。 
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第５節 要配慮者支援体制 

  

  １ 組織体制の強化 

  （１）要配慮者支援体制の整備 

     市は、総務部と健康福祉部を中心とした横断的な組織として、自然災害や武力

攻撃事態等に要配慮者を支援するための要配慮者支援体制を整備し、要配慮者の

避難支援業務を的確に実施する。 

  （２）関係部局・機関等の間の連携強化 

     市は、消防団や自主防災組織等、従来から地域防災の中心となっている団体等

への情報伝達責任者を明確にするとともに、消防団、自主防災組織等は、一部の

構成員に過度な負担をかけないこと、不在時を想定した複数ルート化等に配慮し

つつ、伝達網を整備するよう努める。 

  （３）社会福祉施設等における対策の要請 

     市は、社会福祉施設等の管理者に対し、次の事項に留意し、組織体制の整備を

図るよう要請する。 

    ア 災害時の迅速、的確な対応のため、動員体制、非常招集体制、緊急連絡体制、

避難誘導体制等を明確にした施設内の計画を作成するなど、組織体制を整備す

る。 

    イ 利用者及び従事者等に対して、避難経路及び避難所を周知し、基本的な行動

がとれるよう研修、訓練等を定期的に実施する。 

    ウ 市、県、施設相互間、自主防災組織及び地域住民等との連携による応援協力

体制の整備に努める。 

 

  ２ 支援体制の整備 

   （１）実情の把握 

      市は、要配慮者の避難、救援等を適切に行うため、自治会、民生委員・児童

委員、自主防災組織等の協力を得ながら、要配慮者の状況を把握し、在宅保健・

福祉サービスの提供等を通じ、災害時に支援等の必要な対象者や介護体制の有

無等について、住民のプライバシーに十分な配慮を行いつつ、その実情の把握

に努める。  

   （２）避難支援計画の策定及び情報の共有 

      要配慮者に関する情報（住居、情報伝達体制、必要な支援内容等）を平時か

ら電子データ、ファイル等で管理するとともに、一人ひとりの要配慮者に対し

て複数の避難支援者を定める等、自然災害における対応と併せて具体的な避難

支援計画の整備に努める。 

      なお、要配慮者に関する情報は、個人情報保護に配慮した上で、県及び各関

係機関と共有に努める。 

   （３）自治会等の協力による支援体制の整備 

      要配慮者の支援は自助・地域（近隣）の共助を基本とし、市は、自治会、民

生委員・児童委員、自主防災組織等の協力を得て、要配慮者及び要支援者まで

の迅速・確実な情報の伝達、避難誘導の実施、救出・救護の実施等が行えるよ

うその支援体制の整備に努める。 
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   （４）奥越健康福祉センター等との連絡・連携体制の整備 

      市は、奥越健康福祉センター、児童相談所等との連絡・連携体制の整備に努

める。 

   （５）介護体制の整備 

      市は、地域包括支援センター、社会福祉協議会、介護保険施設及び居宅介護

支援事務所等と連携し、災害時における介護体制の整備に努める。  

 

  ３ 避難路等 

  （１）市は、平坦で幅員の広い避難路、車いすも使用できる避難所、大きな字で見や

すい標識、外国語表記等の整備に努める。 

  （２）市は、要配慮者に対し、災害時において緊急に連絡ができ、安全の確保が図ら

れるよう緊急通報機器（インターネット、電子メール等含む。）の整備又は活用を

図る。 

   

  ４ 武力攻撃災害に関する知識の普及 

    市は、県と協力して、パンフレット、ビデオ等により要配慮者に対して実情に配

慮した武力攻撃災害に関する知識の普及啓発を行う。 

    また、外国人に対しては、外国語版の作成などについて配慮する。 

 

  ５ 国民保護訓練における配慮事項 

    市は、国民保護訓練を実施する際、要配慮者に十分配慮するとともに、地域にお

いて要配慮者を支援する体制が整備されるよう努める。 

   

  ６ 要配慮者に対する配慮 

    市は、要配慮者に対する武力攻撃災害に関する対策を講ずるに当たっては、次の

とおり配慮する。 

（１）要配慮者の安否確認及び必要な支援の内容の把握 

（２）生活支援のための人材確保 

（３）要配慮者の実情に応じた情報の提供 

（４）粉ミルクや柔らかい食品など特別な食品を必要とする者に対する当該食品の確

保及び提供 

（５）障害の状況等に応じた介助用品又は補装具の確保又は提供 

（６）避難施設又は居宅への必要な資機材の設置又は配布 

（７）避難施設又は居宅への相談員の巡回による生活状況の確認及び健康相談の実施 

（８）在宅又は避難施設内の要配慮者のうち、二次避難を要する者についての該当施

設への受入れ要請の実施（二次避難所の設置を含む。） 

 

  ７ 児童及び生徒の避難時の配慮 

    学校の管理者等は、児童及び生徒を当該学校以外の施設に避難させる場合は、教

職員が引率して集団で避難させ、その後状況に応じて保護者への連絡及び引渡しを

行うこととし、あらかじめ対策を講ずるよう努める。 
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第６節 消防団、自主防災組織 

 

１ 消防団、自主防災組織の充実 

（１）自主防災組織等の設置、育成 

     市は、次に掲げる様々な形態の自主防災組織等の設置及び育成を図り、活動資

機材・設備の整備、リーダーの養成、訓練等の実施に努める。 

    ア 消防団 

      特設分団及び第１分団～第１１分団からなり、市消防本部により組織される  

もの 

    イ 地域の防災組織 

町内会、自治会等で地域住民が自主的に組織し、設置するもの 

ウ 施設、事業所等の防災組織 

学校、病院、事業所等の施設において、管理者が組織し、設置するもの 

エ 各種団体の防災組織 

女性団体、青年団体、アマチュア無線関係団体等の各種団体が自主的に組織

し、設置するもの 

 

  ２ 組織の活動内容 

    自主防災組織は、地域の実情に応じ、平常時及び武力攻撃災害の発生時において、

効果的な防災活動を行うよう努める。 

    なお、武力攻撃災害の発生時においては、安全が確保される場所及び時期におい

ての活動を基本とする。 

  （１）平常時の活動 

    ア 防災関係機関と住民との間で災害情報が正確かつ迅速に伝えられるようなシ

ステムを確立する。 

    イ 防災意識の普及を図る。 

    ウ 防災訓練（避難誘導、救出救護等）を実施する。 

    エ 火気使用設備器具等の点検を指導する。 

    オ 防災用資機材等の早急な整備及び点検を実施する。 

    カ 住民に対して非常食、救急医薬品等を常時備蓄するよう指導する。 

    キ 住民参加の下で地域ぐるみの安全点検を実施する。 

 

  （２）災害発生時の活動 

    ア 地域内の被害状況その他の必要な情報を収集し、勝山市等に通報する。 

    イ 防災関係機関からの災害に関する情報を地域住民に伝達する。 

    ウ 被災者の救出救護に当たる。 

    エ 各家庭に対し、出火防止を呼びかける。 

    オ 出火した場合は、協力して初期消火に当たる。 

    カ 要配慮者に十分配慮し、地域住民の避難誘導に当たる。 

    キ その他、防災関係機関の行う応急対策活動に協力する。 
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  ３ 自主防災組織の活動に対する措置 

    市は、武力攻撃災害の発生時に自主防災組織の活動が的確に行われるよう、災害

情報の伝達、協力要請、活動指導等についてあらかじめ必要な措置を講じる。 

  （１）情報の伝達 

  県及び防災関係機関と情報を共有し、正確かつ迅速に伝えられるシステムを確

立する。 

  （２）協力要請 

    ア 自主防災組織が迅速に活動出来るように、県及び防災関係機関への協力を要

請する。 

    イ 自主防災組織が相互に協力を行えるよう要請を行なう。 

  （３）指導 

    ア 有識者や専門員による講習会を行なう。 

イ 実際に即した訓練を行う。 

  （４）資機材の貸与等 

市は、自主防災組織に対し、必要に応じて活動資機材の貸与を行うとともに、自

主防災組織間の資機材の貸借について調整する。 

 

  ４ 自主防災組織と防災関係機関との連携 

    市は県と連携し、地域における自主防災組織相互の連携や消防団その他防災関係

機関と連携を強め、一体的に防災活動が実施できるよう体制づくりを進める。 
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第７節 ボランティア活動への支援 

 

１ ボランティアの活動内容 

（１）一般的な活動 

    ア 安全が確保された避難施設における救援物資等の搬送及び整理 

    イ 避難住民等の生活援助 

    ウ 炊き出し等の食事サービス 

    エ 要配慮者への支援活動 

    オ 被災地の武力攻撃終了後における被災住宅の後片付け等 

  （２）専門的な活動 

ア 外国語通訳 

イ 点字、朗読、手話通訳及び要約筆記 

ウ 介護 

エ 通信 

オ ボランティアのコーディネート等 

 

なお、ボランティア活動は、武力攻撃が終了した段階で行われるものであり、そ

の活動は自発的意思によるものであることや安全が確保されていることに十分配慮

する。 

 

  ２ ボランティア活動体制の整備等 

（１）ボランティア活動体制の整備 

     市は、ボランティア活動が円滑に実施されるよう、県と連携しボランティア自

身による自主的な活動運営の環境を整備するとともに、ボランティアへのニーズ

や活動状況の把握、ボランティアへの情報提供、受入れ体制の確保に努める。 

  （２）ボランティアの養成及び活動の支援 

     市は、県と連携しボランティア活動に必要な知識、技能等についての研修会等

を開催し、リーダー、コーディネーター、アドバイザー等の養成を行う。 

     また、必要に応じ、公共施設の一部をボランティアの活動拠点に提供するなど

の支援を行う。 

  （３）ボランティア応援体制の整備 

 市は、平素より日本赤十字社、勝山市災害ボランティアセンター連絡会その他

の関係団体と連携を図り、協働による組織体制を整備するとともに、市を超えた

広域的な応援体制の整備に努める。 
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第８節 国民保護に関する知識の普及等 

 

  １ 住民、事業者等に対する知識の普及 

    市は、警報の伝達、避難、救援等に関する教材又は手引書を作成し、配布するほ

か、住民に対する広報などを通じて、国民保護に関する知識の普及を図る。 

  （１）普及の方法 

ア 市の広報媒体の活用 

イ 講習会、研修会等の開催 

ウ 報道機関を通じた広報 

エ 訓練の実施 

オ パンフレット等の配布 

カ 住民運動としての地域での取組みの推進 

  （２）普及の内容 

ア 国民保護に関する一般知識及び概要 

イ この計画並びに各機関の『国民保護計画』及び『国民保護業務計画』の内容 

ウ 国民保護法及び関係法の趣旨徹底 

エ 平常時の心得（非常時持出品の準備など） 

オ ３日分の水、食糧等の備蓄 

カ 有事発生時の心得 

キ 各機関の対策 

ク その他必要な事項 

 

  ２ 防災関係職員に対する研修 

    市は、防災業務に従事する職員に対し武力攻撃災害等における適正な判断力を養

い、各機関における国民保護措置の円滑な実施を期するため、自然災害時の職員動

員等を定めた手順書等を活用するほか、次により研修の徹底を図る。 

  （１）研修の方法 

    ア 講習会、講演会等の開催 

    イ 国民保護措置の手引書等の配布 

    ウ 訓練による実践的研修 

  （２）研修の内容 

ア この計画及びこれに伴う各機関の体制と各自の任務分担 

イ 非常参集の方法 

ウ 武力攻撃事態等についての知識及び各種被害の特性 

エ 武力攻撃原子力災害への対処と技術 

オ 関係法令の運用 

カ その他必要な事項 

 

  ３ 教職員に対する研修及び児童生徒に対する教育 

    市は、教職員に対し、国民保護に関する知識の普及を図るとともに、武力攻撃事

態等の対処方法についての研修を実施する。 

    また、児童生徒に対し、国民保護や武力攻撃事態等における避難などに関する教
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育の推進に努める。 

 

  ４ ライフライン施設等や危険物を有する施設の管理者等に対する知識の普及 

    市は、ライフライン施設等や危険物を有する施設の管理者に対して、武力攻撃災

害の発生時における、その管理する施設の安全確保や住民の危害防止のための措置

についての知識の普及を図る。 
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第９節 避難誘導体制の整備等 

 

  １ 避難誘導体制の整備 

 市は、住民の避難誘導を最優先とし、常日頃から県、関係機関との調整を図りな

がら次のとおり避難誘導体制を整備する、また、国や県の避難マニュアル等を参考

に、避難方法や降雪時等の避難方法など複数の避難実施要領のパターンをあらかじ

め作成するとともに、地区、自治会単位での各種訓練等を推進する。 

（１）迅速かつ安全な避難を期するため、避難経路をあらかじめ指定し、避難標識や

案内板を計画的に整備するとともに、避難誘導マップ等を作成し、住民に対して

周知徹底を図る。 

  （２）社会福祉施設、病院など自ら避難することが困難な要配慮者を擁する施設にお

いては、常に人数把握を行い、施設管理者との調整を図りながら車両等による輸

送計画の作成に努める。 

  （３）保育所、幼稚園、小・中学校等の児童生徒については、職員の引率、保護者へ

の連絡及び引渡しを迅速に行うための連絡網を作成する。 

  （４）大規模集客施設、大規模集合住宅など多数の者が利用又は居住する施設の管理

者に対して、火災や地震の対応に準じて警報等の伝達及び避難誘導を適切に行う

ための措置の実施に努めるよう要請する。 

  （５）鉄道、バス等を運行する一般旅客運送事業者に対して、的確かつ迅速な状況判

断により、災害や事故への対応に準じて適切な旅客誘導を図るため必要となる措

置の実施に努めるよう要請する。 

 

２ 住民への周知 

 市は、避難実施要領の内容を住民及び関係のある公私の団体に的確かつ迅速に伝

達する場合に備え、緊急通報機器（防災無線、インターネット、広報車等）を整備

するなど、住民等に周知徹底できる体制の確立を図る。なお、避難の必要がなくな

り、避難住民を通常の生活に復帰させる場合も同様の緊急通報機器で周知できる体

制を整える。 

 

  ３ 避難のため必要となる情報の収集 

    市は、避難実施要領の作成に備え、市内１０地区にある公民館を避難所として定

める区域（以下「避難地区」という。）に関する次に掲げる情報を収集し、適宜更

新を行うことで、最新の情報となるように努める。 

（１）避難地区の位置 

（２）避難地区ごとの昼夜間人口と世帯数 

  （３）避難地区ごとの要配慮者の人数、居住場所、避難誘導の責任者及び避難誘導時

に必要とする支援の内容 

  （４）避難地区ごとの避難施設の所在地、収容人数、構造、駐車場の有無及び収容台

数、トイレ・給食設備その他避難時に必要となる設備の有無等 

  （５）市所有の車両等の台数及びそれぞれの定員 

  （６）市所有の車両等のうち車椅子の収容可能な車両台数及びそれぞれの車椅子の収

容可能数 
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  （７）避難の際に、要配慮者の避難に使用できる自家用車の台数、それぞれの定員、

所有者、運転者及び輸送対象者等 

  （８）事業所単位での避難を検討すべき大規模な事業所及びその従業員数 

 

  ４ 避難誘導責任者及び避難誘導員の配置 

 市は、被災者が迅速かつ安全に避難できるよう、現地に避難誘導責任者を配置す

るとともに、警察官及び消防吏員等と連携し、また、消防団、防犯隊、自主防災組

織、自治会単位の防災リーダー等の協力を得て、避難道路の要所に避難誘導員を配

置し、高齢者や障害者あるいは旅行者等にも配慮した避難誘導体制の確立を図る。 

  避難に当たっては、できるだけ自主防災組織、自治会ごとの集団避難を行い、要

配慮者を優先して誘導するものとする。 
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第１０節  避難施設の指定及び整備 

 

  １ 避難施設の選定及び報告 

  （１）市長は、次の基準を満たす施設を選定し、知事に報告する。 

    ア 公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場その他の公益的施設

であること。 

    イ 避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うために必要かつ適切な規模のも

のであること。 

    ウ 速やかに、避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うことが可能な構造又

は設備を有するものであること。 

    エ 火災、水害その他の災害による影響が比較的少ない場所にあるものであるこ

と。 

    オ 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。 

  （２）避難施設の選定に当たっては、要配慮者への配慮や弾道ミサイル及びＮＢＣ攻

撃を想定して、次の事項を満たす施設を優先する。 

    ア 要配慮者に対応できる設備があること。 

    イ コンクリート造の屋内施設であること。 

    ウ 周辺に駐車場が確保できること。 

 

  ２ 避難施設の指定及び通知 

    市長より選定の報告を受けた知事は、法第１４８条の規定に基づき施設を施設管

理者の同意を得て避難施設として指定する。 

 

  ３ 変更等の届出 

    避難施設の指定を受けた施設の管理者は、当該施設を廃止し、又は用途の変更、

改築等により当該施設の避難住民等の受け入れもしくは救援の用に供すべき部分の

総面積の１０分の１以上の面積の増減を伴う変更を加えるときは、市長を経由して

知事に届けるものとする。 

 

  ４ 避難施設の整備 

    市は、避難施設の収容人員の合計が昼夜別、平日・週末別、季節別の人口を考慮

して施設の整備に努める。なお、整備に当たっては１（１）及び１（２）の基準を

みたすように努める。 

 

  ５ 住民への周知等 

    市長は、避難時にどの住民がどの避難施設を利用するかについて調整し、あらか

じめ住民に周知しておくよう努める。 
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第１１節 積雪時の体制整備 

 

積雪期の武力攻撃事態等においては、武力攻撃災害が雪害と重なり、より大きな被害を

地域に及ぼすとともに、住民の避難を行う上でも大きな支障となることが予測される。 

このため、市は、除排雪体制の強化、緊急活動体制の整備等総合的な雪対策を促進する

ことより、積雪期の武力攻撃災害の軽減を図る。 

 

１ 除排雪体制・施設整備等の促進 

市は、積雪期の武力攻撃事態等に備え、冬期間の交通を確保するため、一般国道、

県道の道路管理者との緊密な連携のもとに、有効適切な除雪、凍結防止等の対策を

行うものとする。 

 

２ 緊急活動体制の整備 

市は、国、県の道路管理者等と相互に協議の上、初動活動に必要な冬期緊急道路

確保路線網の図を策定するとともに、雪上交通手段の確保、通信手段の確保、避難

所体制の整備、積雪期用資機材の備蓄等、積雪期の武力攻撃災害に備えた緊急活動

体制の整備に努める。 

 

３ 総合的な雪対策の推進 

積雪期における武力攻撃災害を最小限化するためには、除排雪体制の整備をはじ

めとした雪対策の総合的、長期的推進を図り、平素から雪に強いまちづくりをここ

ろがける必要がある。


